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(57)【要約】
【課題】
　本発明は、高い起泡力を有し、漂白力に優れ、起泡性洗浄剤組成物の水溶液のｐＨが中
性で安全に使用できる起泡性洗浄剤組成物を提供することを目的とする。
【解決手段】
　ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム及び過炭酸ナトリウムからなる起泡剤並びに有機酸
及び炭酸水素ナトリウムからなる起泡剤を所定の配合率（重量％）で混合することにより
、高い起泡力を有し、漂白力に優れ、起泡性洗浄剤組成物の水溶液のｐＨが中性で安全に
使用できる起泡性洗浄剤組成物を見出した。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム及び過炭酸ナトリウムからなる第１の起泡剤並びに有
機酸及び炭酸水素ナトリウムからなる第２の起泡剤を含有する起泡性洗浄剤組成物であっ
て、起泡性洗浄剤組成物中におけるジクロロイソシアヌル酸ナトリウムの配合率Ｘ重量％
と過炭酸ナトリウムの配合率Ｙ重量％が、ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムと過炭酸ナ
トリウムのモル当量係数をＭとした場合に、Ｘ－Ｙ×Ｍ＞０かつＸ＋Ｙ＜４５．０を満た
し、かつ、前記起泡性洗浄剤組成物中における有機酸の配合率Ｐ重量％と炭酸水素ナトリ
ウムの配合率Ｑ重量％が、０．２００＜（Ｘ＋Ｙ）／（Ｐ＋Ｑ）＜１．００を満たし、前
記起泡性洗浄剤組成物中の炭酸水素ナトリウムに対する有機酸の配合比が反応当量比とし
て０．５００から１．４０の範囲内であることを特徴とする起泡性洗浄剤組成物。
【請求項２】
さらに、陰イオン性界面活性剤を含有することを特徴とする請求項１記載の起泡性洗浄剤
組成物。
【請求項３】
起泡性洗浄剤組成物中における陰イオン性界面活性剤の配合率が０．１００から２０重量
％の範囲内であることを特徴とする請求項２記載の起泡性洗浄剤組成物。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、台所、浴室、洗面所、トイレ等の排水口や喫水面及び洗濯槽、台所ストレー
ナー等の洗浄に用いる起泡性洗浄剤組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　台所、浴室、洗面所、トイレ等の排水口や喫水面及び洗濯槽、台所ストレーナー、その
他の硬質表面を洗浄するために漂白剤を配合した粉末の起泡性洗浄剤組成物が広く使用さ
れている。このような起泡性洗浄剤組成物は水と接触した際に起泡し、漂白剤や界面活性
剤などの洗浄剤成分が泡と共に被洗浄物に行き渡ることにより洗浄効果を発揮する。起泡
性洗浄剤組成物を用いて効率的に汚れを除去するために、起泡量の増加といった観点から
検討がなされてきた。一方で、漂白剤を配合した起泡性の洗浄剤を用いる場合には、酸性
又はアルカリ性の条件下では有毒なガスの発生や皮膚腐食性等の問題に対して、起泡量や
漂白力を維持しつつ中性で安全に使用できる起泡性洗浄剤組成物に関する検討は十分にな
されていなかった。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、発泡剤としてアルカリ金属炭酸塩及び有機酸と、界面活性剤
としてポリオキシエチレンラウリルエーテル及びラウリル硫酸ナトリウムと、酸化剤とし
てモノ過硫酸水素カリウム複塩又はジクロロイソシアヌル酸ナトリウム塩を配合した起泡
性組成物であり、ポリオキシエチレンラウリルエーテル及びラウリル硫酸ナトリウムの配
合割合が各々０．１～２重量％であることを特徴とする起泡性組成物が記載されている。
　このような起泡性組成物は、高い起泡力を発揮することを目的とし、ポリオキシエチレ
ンラウリルエーテル及びラウリル硫酸ナトリウムの配合割合については検討がなされてい
るものの、起泡に寄与するその他の成分については十分に検討がなされておらず、起泡性
試験による起泡量は依然として十分なものではなかった。さらに、アルカリ金属炭酸塩及
び有機酸により生ずる起泡は、溶解したアルカリ金属炭酸塩由来の炭酸イオンが酸性条件
下で炭酸ガスとして放出される現象により起泡するものであるため、組成物の水溶液のｐ
Ｈが酸性になるように調節する必要があり、中性やアルカリ性では起泡が不十分となるか
、あるいは全く起泡しなくなるという問題があった。さらに、漂白力に優れる次亜塩素酸
塩をはじめとする塩素系の漂白剤を水溶液とした場合には、酸性条件下では有害な塩素ガ
スが発生しやすくなるという問題があった。
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【０００４】
　特許文献２には、塩素系殺菌剤０．１～８０重量％、１種又は２種以上の２０℃で固形
の酸０．１～８０重量％及び界面活性剤０．０１～８０重量％を含有するものであり、発
泡剤を０．１～８０重量％、ｐＨ調整剤、陽イオン系殺菌剤を０．１～５０重量％、キレ
ート剤を前記陽イオン系殺菌剤の含有量の０．５モル倍以上含有し、さらに、無機過酸化
物を３～２０重量％含有する、１重量％水溶液のｐＨが３～８であることを特徴とする硬
質体用の固形殺菌洗浄剤が記載されている。しかし、特許文献２に記載の固形殺菌洗浄剤
は、１重量％水溶液のｐＨが中性付近である組成物が記載されているものの、水に溶かし
た際の起泡量について何ら検討されていないため、台所、浴室、洗面所、トイレ等の排水
口や喫水面、その他の硬質表面を洗浄する際に泡が十分に行き渡らず、十分な洗浄効果を
得られないという課題を有していた。また、塩素系殺菌剤及び無機過酸化物を同時に配合
している固形殺菌洗浄剤を水に溶解した場合、塩素系殺菌剤により生成される次亜塩素酸
などの活性塩素及び無機過酸化物により生成される過酸化水素などの活性酸素が互いに酸
化還元反応により中和され相殺されるため、漂白効果に優れる活性状態の次亜塩素酸を被
洗浄物に接触させることができず、漂白力が不足し、洗浄効果が不十分になるという問題
もあった。
【０００５】
　以上のように、従来の組成物は、高い起泡力を有するとともに高い漂白効果を有して洗
浄効果に優れ、起泡性洗浄剤組成物の水溶液のｐＨが中性で安全に使用できる起泡性洗浄
剤組成物を得るという課題そのものが認識されておらず、起泡力を有するという特性と、
漂白効果を有するという特性と、水溶液のｐＨが中性で安全に使用できるという特性の、
いずれか又は全ての特性が満足できるものでは無かった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－３３６０９８号公報
【特許文献２】特開平１１－１４８０９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、高い起泡力を有するとともに高い漂白効果を有して洗浄効果に優れ、起泡性
洗浄剤組成物の水溶液のｐＨが中性で安全に使用できる起泡性洗浄剤組成物を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らが鋭意検討した結果、水に溶解して次亜塩素酸を遊離する化合物としてジク
ロロイソシアヌル酸ナトリウム及び水に溶解して過酸化水素を遊離する化合物として過炭
酸ナトリウムからなる第１の起泡剤並びに有機酸及び炭酸水素ナトリウムからなる第２の
起泡剤を含有する起泡性洗浄剤組成物において、起泡性洗浄剤組成物中における第１の起
泡剤のジクロロイソシアヌル酸ナトリウムと過炭酸ナトリウムの配合率（重量％）を所定
の範囲内とし、起泡性洗浄剤組成物中における第２の起泡剤の有機酸と炭酸水素ナトリウ
ムの反応当量比と配合率（重量％）を所定の範囲内とし、さらに起泡性洗浄剤組成物中に
おける第１の起泡剤と第２の起泡剤を所定の配合比とすることにより、高い起泡力を有し
、かつ、漂白効果を有する次亜塩素酸を活性状態で維持することにより高い漂白効果を有
して効率的に被洗浄物を洗浄でき、かつ、起泡性洗浄剤組成物の水溶液のｐＨを中性とす
ることで安全に使用できる起泡性洗浄剤組成物を見出し、本発明を完成したものである。
【０００９】
　第１の発明は、ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム及び過炭酸ナトリウムからなる第１
の起泡剤並びに有機酸及び炭酸水素ナトリウムからなる第２の起泡剤を含有する起泡性洗
浄剤組成物であって、起泡性洗浄剤組成物中におけるジクロロイソシアヌル酸ナトリウム
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の配合率Ｘ重量％と過炭酸ナトリウムの配合率Ｙ重量％が、ジクロロイソシアヌル酸ナト
リウムと過炭酸ナトリウムのモル当量係数をＭとした場合に、Ｘ－Ｙ×Ｍ＞０かつＸ＋Ｙ
＜４５．０を満たし、かつ、前記起泡性洗浄剤組成物中における有機酸の配合率Ｐ重量％
と炭酸水素ナトリウムの配合率Ｑ重量％が、０．２００＜（Ｘ＋Ｙ）／（Ｐ＋Ｑ）＜１．
００を満たし、前記起泡性洗浄剤組成物中の炭酸水素ナトリウムに対する有機酸の配合比
が反応当量比として０．５００から１．４００の範囲内であることを特徴とする起泡性洗
浄剤組成物である。
　第２の発明は、さらに、陰イオン性界面活性剤を含有することを特徴とする第１の発明
の起泡性洗浄剤組成物である。
　第３の発明は、起泡性洗浄剤組成物中における陰イオン性界面活性剤の配合率が０．１
から１０重量％の範囲内であることを特徴とする第２の発明の起泡性洗浄剤組成物である
。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、高い起泡力を有し、かつ高い漂白効果を有して洗浄効果に優れるとと
もに、水溶液のｐＨが中性で安全に使用できる起泡性洗浄剤組成物を提供することができ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の実施において使用するジクロロイソシアヌル酸ナトリウムなどの塩素系漂白剤
の有効塩素含有量（Ｃｌ２換算値）は、よう素滴定法を用いて、数式１により算出するこ
とができる。すなわち、活性塩素とよう化カリウムとが反応して遊離するよう素をチオ硫
酸ナトリウム水溶液で滴定し、次の数式１により有効塩素含有量を算出する。
【００１２】
（数式１）
　有効塩素含有量（％）＝ａ×ｆ×０．３５４５２／ｂ
　　ａ：滴定に要した０．１Ｎチオ硫酸ナトリウム水溶液（ｍｌ）
　　ｂ：試料（ｇ）
　　ｆ：０．１Ｎチオ硫酸ナトリウム水溶液のファクター
【００１３】
　なお、トリクロロイソシアヌル酸の理論上の有効塩素含有量は９１．５％であり、ジク
ロロイソシアヌル酸ナトリウムでは６４．５％であり、ジクロロイソシアヌル酸ナトリウ
ム２水和物では５５．４％である。
【００１４】
　また、過炭酸ナトリウムに代表される過酸化水素付加物などの酸素系漂白剤の有効酸素
含有量（Ｏ２換算値）は、よう素滴定法を用いて、数式２により算出することができる。
すなわち、活性酸素とよう化カリウムとが反応して遊離するよう素をチオ硫酸ナトリウム
水溶液で滴定し、次の数式２により有効酸素含有量を算出する。活性酸素とよう化カリウ
ムとの反応を速めるために、１重量％に調整したモリブデン酸アンモニウム水溶液を少量
加えてもよい。
【００１５】
（数式２）
　有効酸素含有量（％）＝ａ×ｆ×０．０８０００／ｂ
　　ａ：滴定に要した０．１Ｎチオ硫酸ナトリウム水溶液（ｍｌ）
　　ｂ：試料（ｇ）
　　ｆ：０．１Ｎチオ硫酸ナトリウム水溶液のファクター
　なお、炭酸ナトリウム１モルに計算上１．５モルの過酸化水素が付加している過炭酸ナ
トリウムの理論上の有効酸素含有量は１５．３％である。
【００１６】
　本発明の実施において使用するジクロロイソシアヌル酸ナトリウム及び過炭酸ナトリウ
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ムは漂白剤として使用され得ることに加えて、第１の起泡剤として作用する。ジクロロイ
ソシアヌル酸ナトリウム１モルは水に溶解した際に２モルの次亜塩素酸を発生する。一方
、炭酸ナトリウム１モルに計算上１．５モルの過酸化水素が付加している過炭酸ナトリウ
ム１モルが水に溶解した際に１．５モルの過酸化水素を発生する。水中で次亜塩素酸と過
酸化水素は下記反応式（Ｉ）に従って塩酸と水と酸素を生じる。即ち、３モルのジクロロ
イソシアヌル酸ナトリウムから生じる６モルの次亜塩素酸と当量の過酸化水素６モルを得
るためには４モルの過炭酸ナトリウムが必要になる。
ＨＣｌＯ＋Ｈ２Ｏ２　→　ＨＣｌ＋Ｈ２Ｏ＋Ｏ２　　　　　 ・・・（Ｉ）
　ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムの分子量は２２０．０であり、炭酸ナトリウム１モ
ルに計算上１．５モルの過酸化水素が付加している過炭酸ナトリウムの分子量が１５７.
０であるため、３モル（６６０ｇ）のジクロロイソシアヌル酸ナトリウムから生じる次亜
塩素酸と過不足無く反応するように過酸化水素を放出するために必要な過炭酸ナトリウム
は４モル（６２８ｇ）となる。即ち、当量モルの次亜塩素酸と過酸化水素を得るためのジ
クロロイソシアヌル酸ナトリウムと過炭酸ナトリウムの重量比は１．０５１：１と考える
ことができる。なお、次亜塩素酸は、水中においてはｐＨ等の影響により次亜塩素酸イオ
ンや塩素ガスの形態を取り得るが、いずれの形態でも過酸化水素と反応し得る。
【００１７】
　通常入手可能な過炭酸ナトリウムは炭酸ナトリウム１モルに計算上１．５モルの過酸化
水素が付加しているものが多いが、一方で安全上の理由等から過炭酸ナトリウム中の炭酸
ナトリウムの含有比率が高い（相対的に過酸化水素の付加数が少ない）過炭酸ナトリウム
が存在している。このように過炭酸ナトリウムが過酸化水素の付加していない炭酸ナトリ
ウムを含有する場合であっても、本明細書において過炭酸ナトリウムという場合には、過
酸化水素が付加した炭酸ナトリウムと過酸化水素が付加していない炭酸ナトリウムの混合
物をも包含するものとする。
【００１８】
　また、ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムも吸湿などの影響で、有効塩素含有量が理論
量より少ない場合がある。このような有効塩素含有量が理論量より少ないジクロロイソシ
アヌル酸ナトリウムや炭酸ナトリウムの含有比率が高い（有効酸素含有量が少ない）過炭
酸ナトリウムを用いる場合に、ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムと当量モルとなる過炭
酸ナトリウムの重量比を求めるための、ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムと過炭酸ナト
リウムのモル当量係数（Ｍ）を、次の数式３により算出する。
【００１９】
（数式３）
　Ｍ＝１．０５１×（ｓ／１５．３）×（６４．５／ｔ）　　　
　　Ｍ：ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムと過炭酸ナトリウムのモル当量係数
　　ｓ：過炭酸ナトリウムの実際の有効酸素含有量（％）
　　ｔ：ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムの実際の有効塩素含有量（％）
　例えば、実際の有効塩素含有量が６４．０％のジクロロイソシアヌル酸ナトリウムと実
際の有効酸素含有量が１１．８％の過炭酸ナトリウムを用いる場合のジクロロイソシアヌ
ル酸ナトリウムと過炭酸ナトリウムのモル当量係数（Ｍ）は０．８１７と算出される。即
ち、Ｘｇのジクロロイソシアヌル酸ナトリウムから生じる次亜塩素酸と有効酸素含有量が
１１．８％の過炭酸ナトリウムＹｇから生じる過酸化水素が当量モルであるときＸ－Ｙ×
Ｍ（０．８１７）＝０となり、Ｘ及びＹが配合率（重量％）で表示された場合も同様の関
係が成り立つ。なお、数式３中の１５．３及び６４．５はそれぞれ過炭酸ナトリウム（１
モルの炭酸ナトリウムに計算上１．５モルの過酸化水素が付加した場合）の理論上の有効
酸素含有量（％）及びジクロロイソシアヌル酸ナトリウムの理論上の有効塩素含有量（％
）を意味する。
【００２０】
　Ｘ－Ｙ×Ｍの値が０以下になると、起泡性洗浄剤組成物の水溶液にはジクロロイソシア
ヌル酸ナトリウムにより生成した次亜塩素酸のモル数よりも、過炭酸ナトリウムから生成
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した過酸化水素のモル数が大きくなるため、次亜塩素酸と過酸化水素の中和反応により活
性状態の次亜塩素酸が存在しなくなり、十分な殺菌・漂白作用が得られない。本発明にお
いて、起泡性洗浄剤組成物中におけるジクロロイソシアヌル酸ナトリウムの配合率Ｘ重量
％と過炭酸ナトリウムの配合率Ｙ重量％とジクロロイソシアヌル酸ナトリウムと過炭酸ナ
トリウムのモル当量係数ＭがＸ－Ｙ×Ｍ＞０を満たすことが重要であることを見出した。
【００２１】
　Ｘ－Ｙ×Ｍの値が０より大きければ起泡性洗浄剤組成物の水溶液中に漂白効果に優れる
次亜塩素酸が存在するため好ましく、Ｘ－Ｙ×Ｍの値が１．００より大きければより高濃
度の次亜塩素酸が残存するためより好ましく、Ｘ－Ｙ×Ｍの値が１０．０より大きければ
さらに高濃度の次亜塩素酸が残留するためさらに好ましい。
【００２２】
　また、Ｘ＋Ｙが４５．０以上となると、起泡量を確保するためにアルカリ性を呈する過
炭酸ナトリウムの起泡性洗浄剤組成物中での配合量が相対的に多くなり、起泡性洗浄剤組
成物の水容液のｐＨを中性に維持するのが難しくなる。本発明においてＸ＋Ｙ＜４５．０
を満たすことが重要であることを見出した。
【００２３】
　Ｘ＋Ｙの値が４５．０未満であれば起泡性洗浄剤組成物の水溶液のｐＨを中性に維持し
易くなるために好ましく、よりｐＨを中性に維持し易くなるという観点から４０．０以下
がさらに好ましく、３５．０以下がさらに好ましい。
　Ｘ＋Ｙの下限値は、０とした場合には第１の起泡剤が存在しないことを意味し、起泡性
洗浄剤組成物としての起泡剤が第２の起泡剤のみとなるため、有機酸と炭酸水素ナトリウ
ムによる起泡で十分な起泡量を確保するためにｐＨを酸性側とする必要があり、水溶液の
ｐＨを中性に維持するのが難しくなる。そのため、Ｘ＋Ｙは０より大きいことが好ましく
、より水溶液のｐＨを中性に維持し易くなるという観点から１０．０以上が好ましく、２
０．０以上がさらに好ましい。
【００２４】
　ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムと過炭酸ナトリウムのモル当量係数（Ｍ）を考慮し
たジクロロイソシアヌル酸ナトリウムと過炭酸ナトリウムの配合比（Ｘ／（Ｙ×Ｍ））の
範囲は、１．００より大きく４．００以下の範囲が好ましい。Ｘ／（Ｙ×Ｍ）の値が１．
００より大きい値から１．００に近づく程ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムから生じる
次亜塩素酸と過炭酸ナトリウムから生じる過酸化水素が次亜塩素酸を残しつつ過不足無く
反応する状態に近づくため、第１の起泡剤として起泡効率が良い。
　一方で、Ｘ／（Ｙ×Ｍ）が１．００以下になると、次亜塩素酸と過酸化水素が完全に過
不足無く反応するか、過酸化水素が次亜塩素酸より多くなるため、漂白効果に優れる次亜
塩素酸の全量が過酸化水素により中和され、次亜塩素酸を被洗浄物に作用させることがで
きなくなり漂白効果を維持できないため好ましくない。一方、Ｘ／（Ｙ×Ｍ）が４．００
より大きい場合には、起泡性洗浄剤組成物を水に溶かした際に次亜塩素酸が過酸化水素に
対して過剰量存在することを意味するため漂白効果が高くなる一方で、起泡剤として過酸
化水素と反応する次亜塩素酸の量が相対的に少なくなり起泡剤としての効率が低下するた
め好ましくない。起泡性洗浄剤組成物としての漂白効果と第１の起泡剤としての効率性を
両立するという観点から、Ｘ／（Ｙ×Ｍ）は、１．５０以上３．００以下の範囲であるこ
とがより好ましく、２．００以上２．８０以下の範囲であることがさらに好ましい。
【００２５】
　本発明の起泡性洗浄剤組成物中における第２の起泡剤としての有機酸及び炭酸水素ナト
リウムは、水中において炭酸水素ナトリウム由来の炭酸イオンが炭酸ガスとなり放出され
起泡するものであり、有機酸により酸性となった水中では炭酸ガスの放出速度が促進され
得る。本発明の起泡性洗浄剤組成物中の有機酸と炭酸水素ナトリウムの配合量は、洗浄に
必要な起泡量を得るために必要とされる、炭酸ガスの発生速度と発生量と、起泡性洗浄剤
組成物の水溶液のｐＨを中性に維持するという観点から決定される。
【００２６】
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　炭酸水素ナトリウムに対する有機酸の配合比を、反応当量比として１よりも大きくする
ほど、炭酸水素ナトリウムに対する有機酸の配合比が相対的に高くなり、水溶液のｐＨが
酸性となって炭酸ガスの発生速度が速くなるので、起泡性洗浄剤組成物を水と接触した場
合の初期の起泡速度が速くなる。但し、炭酸水素ナトリウムに対する有機酸の配合比を大
きくするほど、初期の起泡速度は速いものの、炭酸水素ナトリウムの配合量が相対的に少
なくなるため、発生する炭酸ガスの総量も少なくなり、起泡量を十分に得ることができな
くなる。
　一方、炭酸水素ナトリウムに対する有機酸の配合比を反応当量比として1よりも小さく
すると、炭酸水素ナトリウムに対する有機酸の配合量が相対的に少なくなるため、水溶液
のｐＨがアルカリ性になりやすくなる。水溶液のｐＨがアルカリ性になると、炭酸水素ナ
トリウム由来の炭酸イオンはガス化することなく水中に残存するため、炭酸ガスが放出さ
れ難くなり、第２の起泡剤としての起泡量が低下する。本発明において、第２の起泡剤と
して炭酸水素ナトリウムに対する有機酸の配合比を反応当量比として一定の範囲内に設定
することが重要であることを見出した。
【００２７】
　このような技術的見地から、本発明の実施においては、炭酸水素ナトリウムに対する有
機酸の配合比を反応当量比として０．５００から１．４０とすることが好ましく、０．７
００から１．４０とすることがより好ましく、０．７００から１．３０とすることがさら
に好ましい。
　なお、反応当量比とは炭酸水素ナトリウムの反応当量に対する有機酸の反応当量の割合
であり、反応当量は次の数式４により算出する。
【００２８】
（数式４）
　反応当量＝（１００ｇ×配合率（重量％））／（１グラム当量）　　　　
但し、１グラム当量は、１グラム当量＝（分子量）／（価数）により算出する。なお、価
数とは、酸としての価数または塩基としての価数を意味する。
【００２９】
　また、本発明において、起泡性洗浄剤組成物中におけるジクロロイソシアヌル酸ナトリ
ウム及び過炭酸ナトリウムからなる第１の起泡剤並びに有機酸及び炭酸水素ナトリウムか
らなる第２の起泡剤をそれぞれ最適化することに加えて、第１の起泡剤と第２の起泡剤の
起泡性洗浄剤組成物中での配合比を最適化することが重要であることを見出した。即ち、
起泡性洗浄剤組成物中における第１の起泡剤としてのジクロロイソシアヌル酸ナトリウム
の配合率をＸ重量％及び過炭酸ナトリウムの配合率をＹ重量％とし、並びに前記起泡性洗
浄剤組成物中における第２の起泡剤としての有機酸の配合率をＰ重量％及び炭酸水素ナト
リウムの配合率をＱ重量％とした場合に、（Ｘ＋Ｙ）／（Ｐ＋Ｑ）が所定の範囲であるこ
とが重要であることを見出した。（Ｘ＋Ｙ）／（Ｐ＋Ｑ）は、前記起泡性洗浄剤組成物中
におけるジクロロイソシアヌル酸ナトリウム及び過炭酸ナトリウムからなる第１の起泡剤
と有機酸及び炭酸水素ナトリウムからなる第２の起泡剤の配合比を意味する。
【００３０】
　本発明の起泡性洗浄剤組成物の起泡量は、第１の起泡剤及び第２の起泡剤の発生ガス量
の総和で定まるため、十分な起泡量を得るという観点から第１の起泡剤と第２の起泡剤の
配合比を適宜調整する必要がある。即ち、（Ｘ＋Ｙ）で示される第１の起泡剤の配合率（
重量％）が（Ｐ＋Ｑ）で示される第２の起泡剤の配合率（重量％）に対して大き過ぎる場
合、相対的に起泡剤中でアルカリ性を呈する第１の起泡剤に含まれる過炭酸ナトリウムの
配合量が多くなるため、水溶液のｐＨがアルカリ性に傾きやすくなる。その場合、第２の
起泡剤はアルカリ性条件では起泡が低下するため、結局、第１の起泡剤と第２の起泡剤の
発生ガスの総和は小さくなり、十分な起泡量を得ることが出来ない。また水溶液がアルカ
リ性の場合には皮膚や目に対する腐食性などのリスクが高まる。即ち、第１の起泡剤と第
２の起泡剤の配合比（Ｘ＋Ｙ）／（Ｐ＋Ｑ）として、好ましくは（Ｘ＋Ｙ）／（Ｐ＋Ｑ）
＜１．００の範囲であり、より好ましくは（Ｘ＋Ｙ）／（Ｐ＋Ｑ）＜０．６５０の範囲で
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あり、さらに好ましくは（Ｘ＋Ｙ）／（Ｐ＋Ｑ）＜０．５２０の範囲である。
　一方、（Ｘ＋Ｙ）で示される第１の起泡剤の配合率（重量％）が（Ｐ＋Ｑ）で示される
第２の起泡剤の配合率（重量％）に対して小さ過ぎる場合、起泡剤中の第２の起泡剤の配
合率（重量％）が相対的に大きくなることを意味し、第２の起泡剤が効率よくガスを発生
させて起泡量に寄与するには、前記のように水溶液のｐＨが酸性になるよう第２の起泡剤
に含まれる有機酸の配合量を過剰にする必要がある。起泡性洗浄剤組成物としてのｐＨを
酸性側とするためには、第１の起泡剤として発生ガスの元となる過炭酸ナトリウムはアル
カリ性を呈するので相対的な配合量を減らさざるを得ず、この場合も全体の起泡量に寄与
する第１の起泡剤から生じるガス量と第２の起泡剤から生じるガス量の総和は小さくなる
。
　また、水溶液が酸性となる場合、塩素ガスなどの有毒ガスが発生するリスクが高くなる
。即ち、第１の起泡剤に対する第２の起泡剤の配合比（Ｘ＋Ｙ）／（Ｐ＋Ｑ）として、好
ましくは０．２００＜（Ｘ＋Ｙ）／（Ｐ＋Ｑ）の範囲であり、より好ましくは０．４００
＜（Ｘ＋Ｙ）／（Ｐ＋Ｑ）の範囲であり、さらに好ましくは０．４５０＜（Ｘ＋Ｙ）／（
Ｐ＋Ｑ）の範囲である。
【００３１】
　起泡性洗浄剤組成物中における第１の起泡剤と第２の起泡剤の合計の配合率（重量％）
は（Ｘ＋Ｙ）＋（Ｐ＋Ｑ）で示される。（Ｘ＋Ｙ）＋（Ｐ＋Ｑ）の範囲は、起泡性洗浄剤
組成物における起泡剤の配合率が高いほど効率的に起泡するために、６０＜（Ｘ＋Ｙ）＋
（Ｐ＋Ｑ）＜１００の範囲であることが好ましく、７０＜（Ｘ＋Ｙ）＋（Ｐ＋Ｑ）＜１０
０の範囲であることがより好ましく、８０＜（Ｘ＋Ｙ）＋（Ｐ＋Ｑ）＜１００の範囲であ
ることがさらに好ましい。
【００３２】
　起泡性洗浄剤組成物として高い漂白力を有すると共に、水溶液のｐＨが中性で、第１の
起泡剤及び第２の起泡剤を効率的に起泡させるためにもっとも好ましくは、前記の通り第
１の起泡剤についてはＸ－Ｙ×Ｍ＞１０かつ２０．０＜Ｘ＋Ｙ＜３５．０かつ２．００≦
Ｘ／（Ｙ×Ｍ）≦２．８０を満たし、さらに第２の起泡剤については、炭酸水素ナトリウ
ムに対する有機酸の反応当量比が０．７００～１．３０の範囲であり、さらに、第１の起
泡剤と第２の起泡剤の配合比が０．４５０＜（Ｘ＋Ｙ）／（Ｐ＋Ｑ）＜０．５２０を満た
すことであることを見出した。さらに、８０＜（Ｘ＋Ｙ）＋（Ｐ＋Ｑ）＜１００の範囲を
満たすことがさらに好ましいことを見出した。
　このように、第１の起泡剤としてジクロロイソシアヌル酸ナトリウムと過炭酸ナトリウ
ム及び第２の起泡剤として有機酸と炭酸水素ナトリウムの配合比率（重量％）をそれぞれ
所定の範囲とすることに加えて、第１の起泡剤と第２の起泡剤の配合比を所定の範囲とす
ることにより、水溶液のｐＨを中性に維持しつつ、十分な漂白力と起泡量を有する起泡性
洗浄剤組成物を得ることができることを見出した。
【００３３】
　本発明で使用し得る有機酸としては、例えば、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、フマル
酸、マレイン酸、Ｄ－酒石酸、Ｌ－酒石酸、Ｄ－リンゴ酸、Ｌ－リンゴ酸、Ｄ－アスパラ
ギン酸、Ｌ－アスパラギン酸、グルタル酸、Ｄ－グルタミン酸、Ｌ－グルタミン酸、ギ酸
、酢酸、プロピオン酸、酪酸、吉草酸、ヘキサン酸、ヘプタン酸、オクタン酸、ノナン酸
、デカン酸、ウンデカン酸、ドデカン酸、ミリスチン酸、ステアリン酸、パルミチン酸、
クエン酸などが挙げられる。酸としての価数や水への溶解性及び入手のし易さの観点から
、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、フマル酸、マレイン酸、Ｄ－酒石酸、Ｌ－酒石酸、Ｄ
－リンゴ酸、Ｌ－リンゴ酸、Ｄ－アスパラギン酸、Ｌ－アスパラギン酸、グルタル酸、Ｄ
－グルタミン酸、Ｌ－グルタミン酸が好ましく、ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム等の
塩素系漂白剤との配合安定性に優れるという観点からコハク酸、フマル酸がさらに好まし
い。
【００３４】
　本発明の起泡性洗浄剤組成物には界面活性剤を配合することができる。界面活性剤を配
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合することにより、起泡性洗浄剤組成物の起泡により生成した泡が持続し、被洗浄物に対
して洗浄剤成分を接触させやすくすると共に、界面活性剤自体が被洗浄物の汚れの除去に
寄与する。界面活性剤としては、陰イオン性界面活性剤、陽イオン性界面活性剤、非イオ
ン性界面活性剤、両性界面活性剤、及びこれらの混合物から選択して配合することが出来
るが、ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム等の塩素系漂白剤との配合安定性に優れるとい
う観点から陰イオン性界面活性剤が好ましい。本発明で使用し得る陰イオン性界面活性剤
としては、オレイン酸カリウム石ケン、ヒマシ油カリウム石ケン、半硬化牛脂脂肪酸ナト
リウム石ケン、半硬化牛脂脂肪酸カリウム石ケンなどの脂肪酸塩、ラウリル硫酸ナトリウ
ム、高級アルコール硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸トリエタノールアミン、ラウリル硫酸
アンモニウムなどのアルキル硫酸エステル塩、Ｃ１２～Ｃ１４の分岐または直鎖アルキル
ベンゼンスルホン酸ナトリウムなどのアルキルベンゼンスルホン酸塩、Ｃ１４～Ｃ１８の
α－オレフィンスルホン酸ナトリウムなどのスルホン酸塩、アルキルナフタレンスルホン
酸ナトリウムなどのアルキルナフタレンスルホン酸塩、ジアルキルスルホコハク酸ナトリ
ウムなどのジアルキルスルホコハク酸塩、アルキルジフェニルエーテルジスルホン酸ナト
リウムなどのアルキルジアリールエーテルスルホン酸塩、アルキルリン酸カリウムなどの
アルキルリン酸塩、β－ナフタレンスルホン酸ホルマリン縮合物のナトリウム塩などのナ
フタレンスルホン酸ホルマリン縮合物、芳香族スルホン酸ホルマリン縮合物のナトリウム
塩などの芳香族スルホン酸ホルマリン縮合物、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸
ナトリウムなどのポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステル塩、アルキルスルホ
コハク酸ナトリウムなどのアルキルスルホコハク酸塩などが挙げられる。塩素系漂白剤と
の配合安定性に特に優れ、起泡時の泡もちが良く、泡がきめ細かいという観点から、直鎖
アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、α－オレフィンスルホン酸ナトリウム、アルキ
ル硫酸ナトリウムの群から選択される１以上であることがより好ましい。
【００３５】
　本発明の起泡性洗浄剤組成物における陰イオン性界面活性剤の配合率（重量％）は、配
合量が少なすぎると十分に起泡量に寄与せず、配合量が多すぎると相対的に第1の起泡剤
及び第２の起泡剤の配合量が低下するために好ましくない。そのため、陰イオン性界面活
性剤の配合率（重量％）は所定の範囲内であることが好ましい。即ち、起泡性洗浄剤組成
物中の陰イオン性界面活性剤の配合率は、０．１００～２０．０重量％の範囲であること
が好ましく、１．００～１０．０重量％の範囲であることがより好ましく、２．００～８
．００重量％の範囲であることがさらに好ましい。
【００３６】
　本発明の効果を損なわない範囲で、本発明の起泡性洗浄剤組成物には種々の添加剤を配
合することができる。例えば、固形の塩素系漂白剤としてトリクロロイソシアヌル酸、ジ
クロロイソシアヌル酸ナトリウム２水和物、ジクロロイソシアヌル酸カリウム、ハロゲン
化ヒダントイン、酸素系漂白剤としてモノ過硫酸カリウム複塩、過ホウ酸ナトリウム、過
酢酸などを配合しても良く、さらに洗浄効果を高めるために有機高分子、陰イオン性以外
の界面活性剤、金属イオン捕集剤、色素、香料、酵素、無機物などを適宜配合しても良い
。
【００３７】
　有機高分子としては、カラギーナン、グアガム、ローカストビーンガム、アルギン酸、
アルギン酸のアルカリ金属塩、デキストリン、キサンタンガム、ペクチン、デンプンある
いはこれらの誘導体などの多糖類、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、カ
ルボキシメチルセルロースのアルカリ金属塩、エチルセルロース、ヒドロキシプロピルセ
ルロース、ヒドロキシエチルセルロース、その他のセルロース誘導体などが挙げられる。
または、ポリビニルアルコール、ポリアクリルアミド、ポリエチレングリコール、ポリア
クリル酸、オレフィン－無水マレイン酸ナトリウム塩共重合体、アクリル酸－マレイン酸
ナトリウム塩共重合体、ジアリルジメチルアンモニウム－アクリル酸ナトリウム塩共重合
体、ジアリルメチルアミン－マレイン酸ナトリウム塩共重合体などの合成高分子化合物な
どが挙げられる。
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【００３８】
　陰イオン性以外の界面活性剤としては、陽イオン性界面活性剤、非イオン性界面活性剤
、両性界面活性剤、及びこれらの混合物が挙げられる。これらの界面活性剤は、起泡性洗
浄剤組成物に直接配合しても良いし、起泡性洗浄剤組成物を水に投入する際に別途添加し
ても良い。特に陽イオン性界面活性剤は、ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム等の塩素系
漂白剤と反応性が高いため、塩素系漂白剤を含む組成物中に直接配合することは好ましく
ない。
【００３９】
　陽イオン性界面活性剤としては、ココナットアミンアセテート、ステアリルアミンアセ
テートなどのアルキルアミン塩、ラウリルトリメチルアンモニウム塩、ステアリルトリメ
チルアンモニウム塩、ジステアリルジメチルアンモニウム塩、アルキルベンジルジメチル
アンモニウム塩、セチルトリメチルアンモニウム塩、ステアリルトリメチルアンモニウム
塩、ベヘニルトリメチルアンモニウム塩、ジステアリルジメチルアンモニウム塩、ジイソ
テトラデシルジメチルアンモニウム塩、塩化セチルピリジニウム、塩化ベンゼトニウム、
塩化ベンザルコニウム、塩化ジデシルジメチルアンモニウムなどの第４級アンモニウム塩
などが挙げられる。
【００４０】
　非イオン性界面活性剤としては、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリオキシエチ
レンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ポリオキシエチレン高
級アルコールエーテルなどのポリオキシエチレンアルキルエーテル、ソルビタンラウレー
ト、ソルビタンパルミテート、ソルビタンステアレート、ソルビタンオレエートなどのソ
ルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタンラウレート、ポリオキシエチレ
ンソルビタンパルミテート、ポリオキシエチレンソルビタンステアレート、ポリオキシエ
チレンソルビタンオレエートなどのポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリ
エチレングリコールラウレート、ポリエチレングリコールステアレート、ポリエチレング
リコールオレエートなどのポリエチレングリコール脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン
ラウリルアミン、ポリオキシエチレンステアリルアミン、エチレンジアミン－ポリオキシ
エチレン－ポリオキシプロピレンブロックポリマーなどのポリオキシエチレンアルキルア
ミン、ラウリン酸モノエタノールアミド、ラウリン酸ジエタノールアミド、ミリスチン酸
モノエタノールアミド、ミリスチン酸ジエタノールアミド、ステアリン酸モノエタノール
アミド、ステアリン酸ジエタノールアミド、ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド、ヤシ油
脂肪酸ジエタノールアミドなどのアルキルアルカノールアミド、ステアリン酸モノグリセ
ライド、ステアリン酸ジグリセライド、パルミチン酸モノグリセライド、パルミチン酸ジ
グリセライド、オレイン酸モノグリセライド、オレイン酸ジグリセライドなどのグリセリ
ン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステルなどが挙げられる。
【００４１】
　両性界面活性剤としては、ラウリルベタイン、ステアリルベタイン、２－アルキル－Ｎ
－カルボキシメチル－Ｎ－ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタインなどのアルキルベ
タイン、ラウリルジメチルアミンオキサイドなどのアミンオキサイドなどが挙げられる。
【００４２】
　金属イオン捕集剤としては、ニトリロ三酢酸塩、エチレンジアミンテトラ酢酸塩、β－
アラニンジ酢酸塩、アスパラギン酸ジ酢酸塩、メチルグリシンジ酢酸塩、イミノジコハク
酸塩などのアミノカルボン酸塩及びこれらの水和物、セリンジ酢酸塩、ヒドロキシイミノ
ジコハク酸塩、ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸塩、ジヒドロキシエチルグリシ
ン塩などのヒドロキシアミノカルボン酸塩及びこれらの水和物、トリポリリン酸塩、１－
ジホスホン酸、α－メチルホスホノコハク酸、２－ホスホノブタン－１，２－ジカルボン
酸等のホスホノカルボン酸、これらのアルカリ金属塩及びこれらの水和物、ポリアクリル
酸及びこれらのアルカリ金属塩、グルタミン酸二酢酸塩及びこれらの水和物などが挙げら
れる。中でも、入手容易性、取り扱い容易性、金属イオン捕集効果の観点から、アミノカ
ルボン酸塩、アミノカルボン酸塩の水和物、ヒドロキシアミノカルボン酸塩、ヒドロキシ
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アミノカルボン酸塩の水和物及びこれらの混合物からなる群より選択される１以上の金属
イオン捕集剤を用いることが好ましい。
【００４３】
　色素としては、スカーレットＧコンク、パーマネントレッドＧＹ、セイカファースト（
登録商標）カーミン３８７０、セイカファーストエロー２２００、セイカファーストエロ
ー２７００（Ｂ）（以上、商品名、大日精化工業社製）、Ａｃｉｄ Ｂｌｕｅ ９、Ｄｉｒ
ｅｃｔ Ｙｅｌｌｏｗ １２（以上、商品名、東京化成工業社製）、フタロシアニンブルー
、リボフラビン（以上、商品名、和光純薬工業社製）、ウルトラマリンブルー（以上、商
品名、林純薬工業社製）などが挙げられる。
【００４４】
　香料としては、従来知られた香料を使用することができる。
【００４５】
　酵素としては、洗浄に有用な種々の酵素を使用することができる。
【００４６】
　無機物としては、ケイ酸塩、硫酸塩、リン酸塩、酢酸塩、アルカリ金属の水酸化物、ア
ルカリ金属の塩化物、硫酸アルミニウム塩、シロキサン類、粘土状鉱物、ホウ素化合物な
どが挙げられる。
【００４７】
　ケイ酸塩としては、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、オルソケイ酸ナトリウ
ム、これらの水和物及びこれらの混合物などのアルカリ金属ケイ酸塩などが挙げられる。
硫酸塩としては、硫酸ナトリウム、硫酸カリウムなどのアルカリ金属硫酸塩や、硫酸マグ
ネシウムなどのアルカリ土類金属硫酸塩などが挙げられる。リン酸塩としては、リン酸二
水素ナトリウム、リン酸二水素カリウム、トリポリリン酸ナトリウムなどのアルカリ金属
リン酸塩や、リン酸二水素アンモニウムなどが挙げられる。アルカリ金属の水酸化物とし
ては水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウムなどが挙げられる。アルカリ金
属の塩化物としては塩化ナトリウム、塩化カリウムなどが挙げられる。シロキサン類とし
てはジメチルポリシロキサンなどが挙げられる。粘土状鉱物としてはヘクトライトなどが
挙げられる。ホウ素化合物としてはホウ酸、メタホウ酸、酸化ホウ素などが挙げられる。
【００４８】
　本明細書において、起泡性洗浄剤組成物の５重量％水溶液とは、水の重量に対して１９
分の１の重量の起泡性洗浄剤組成物を水に溶解した場合の水溶液を５重量％水溶液とする
。また、水溶液のｐＨが中性であるとは、５重量％水溶液のｐＨが６．００から８．００
であることを意味する。本発明の起泡性洗浄剤組成物は、５重量％水溶液のｐＨが６．０
０から８．００の範囲内であることが好ましく、ｐＨ６．５０から７．５０の範囲内であ
ることがさらに好ましい。５重量％水溶液のｐＨが６．００より高ければ、塩素ガスなど
有害なガス発生リスクが低下し、ｐＨが６．５０より高くなるとさらにそのリスクが低下
する。一方、ｐＨが８．００より低ければ、アルカリ性による皮膚や目に対する腐食性の
リスクが低くなり、ｐＨが７．５０より低くなるとさらにそのリスクが低くなり、起泡性
洗浄剤組成物を安全に使用できる。
　起泡性洗浄剤組成物の洗浄剤成分を被洗浄物に高濃度で作用させるため、起泡性洗浄剤
組成物は比較的高濃度で用いることができる。そのため、起泡性洗浄剤組成物の水溶液の
ｐＨは比較的高濃度である５重量％水溶液を用いて測定することが好ましい。
【００４９】
　本発明で使用するジクロロイソシアヌル酸ナトリウム及び過炭酸ナトリウムは顆粒状又
は粉末状であることが好ましい。ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム及び過炭酸ナトリウ
ムの粒度分布の測定は次のようにして行うことができる。
　目開き４５μｍ、６３μｍ、７５μｍ、１０６μｍ、１２５μｍ、１５０μｍ、１８０
μｍ、２５０μｍ、３５５μｍ、５００μｍの篩と受け皿を用いて、受け皿の上に目開き
の大きい篩が上段になるように積み重ねる。最上部の目開き５００μｍの篩の上から試料
を入れ、重ねた篩をふるい振とう機にセットし、１０分間振とうし、ふるい分けを行う。
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う機としては例えばレッチェ社製「ＡＳ２００ＣＯＮＴＲＯＬ」を使用することができる
がこれに限定されるものではない。ふるい振とう機を使用できない場合は、重ねたふるい
を片手で支え、１分間に約１２０回の割合で篩の枠をたたく。時折、篩を水平に置き、ふ
るい枠を数回強くたたく。この操作を繰り返し、ふるい分けを十分に行なう。
【実施例】
【００５０】
　以下、実施例及び比較例に基づき本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらに限定さ
れるものではない。なお、実施例及び比較例において使用した原材料と評価試験方法は次
のとおりである。
【００５１】
［原材料］
・ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム：四国化成工業社製、商品名「ネオクロール６０Ｍ
Ｇ」（有効塩素含有量６４．０％）
・過炭酸ナトリウム：保土ヶ谷化学社製、商品名「ＰＣ－Ｆ」（有効酸素含有量１１．８
％）
・コハク酸：日本触媒社製
・フマル酸：三井化学社製
・炭酸水素ナトリウム（重曹ということがある）：トクヤマ社製
・炭酸ナトリウム（ソーダ灰デンスということがある）：トクヤマ社製
・酸化ほう素：新日本電工社製
・ラウリル硫酸ナトリウム： 花王社製、商品名「エマール１０ＰＴ 」
・α－オレフィンスルホン酸ナトリウム：ライオン社製、商品名「リポランＰＢ８００」
・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム：ライオンスペシャリティケミカルスＬＳ
Ｃ社製、商品名「ライポンＰＳ－２６０」
・グアガム：三晶社製、商品名「ネオビスコＧ」
・ヘクトライト：ＢＹＫ　Ａｄｄｉｔｉｖｅｓ(ビックケミー・ジャパン)社製、商品名「
ラポナイトＲＤＳ」
・硫酸ナトリウム：和光純薬社製　試薬特級
・リン酸３ナトリウム：和光純薬社製　試薬特級
・塩化セチルピリジニウム：和光純薬社製　試薬特級
・ＥＤＴＡ－４Ｎａ（エチレンジアミン－Ｎ、Ｎ、Ｎ´、Ｎ´－４酢酸４ナトリウム）：
同仁化学研究所製　試薬
［ふるい振とう機］
・レッチェ社製「ＡＳ２００ＣＯＮＴＲＯＬ」
［ｐＨメーター］
・堀場製作所社製「Ｆ－５１」
［ｐＨ電極］
・堀場製作所社製「９６１５Ｓ－１０Ｄ」
【００５２】
　本発明の実施において使用するジクロロイソシアヌル酸ナトリウムである「ネオクロー
ル６０ＭＧ」及び過炭酸ナトリウムである「ＰＣ-Ｆ」の粒度分布（単位は重量％）は、
ふるい振とう機を使用して測定した結果、表１に示した通りであった。また、ジクロロイ
ソシアヌル酸ナトリウム「ネオクロール６０ＭＧ」の実際の有効塩素含有量は６４．０％
であり、過炭酸ナトリウム「ＰＣ-Ｆ」の実際の有効酸素含有量はいずれも１１．８％で
あった。
【００５３】
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【表１】

【００５４】
［起泡量の測定試験］
　２０００ｍｌのメスシリンダーに２５℃の水４００ｍｌを入れ、起泡性洗浄剤組成物２
０gを投入した。
　起泡量をメスシリンダーの目盛から、目視で読みとった。(例；目盛１８００ｍｌまで
泡が到達した場合、水４００ｍｌを差引いた１４００ｍｌが起泡量となり、起泡量が１６
００ｍｌを超えた場合は＞１６００とした)。
　薬剤投入後、２分、５分、１０分、２０分、３０分経過後の起泡量（ｍｌ）を読み取り
、その中の最大値を起泡量最大値とした。
【００５５】
［ｐＨの測定］
　水の重量に対して５重量％の起泡性洗浄剤組成物を蒸留水（イオン交換水を用いても良
い）に溶解し、３０分間撹拌した。撹拌後の水溶液約５０ｍｌをガラス製ビーカーに移し
、ｐＨメーターで測定した。測定の直前にｐＨ４標準液及びｐＨ７標準液及びｐＨ９標準
液を用いて３点校正を実施した。なお、測定時の起泡性洗浄剤組成物５重量％水溶液の温
度は２０℃から２５℃であった。
【００５６】
〔実施例１〕
　表２に記載した配合組成及び配合率（重量％）となるように調整した配合物１００ｇを
ポリエチレン（ＰＥ）製の袋に入れ、袋を手で１分から２分良く振って混合し、起泡性洗
浄剤組成物を製造した。ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム「ネオクロール６０ＭＧ」の
有効塩素含有量は６４．０％であり、過炭酸ナトリウム「ＰＣ－Ｆ」の有効酸素含有量（
％）は１１．８％であり、ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムと過炭酸ナトリウムのモル
当量係数（Ｍ）はＭ＝０．８１７となった。この起泡性洗浄剤組成物の、Ｘ＋Ｙ、Ｘ－Ｙ
×Ｍ、Ｘ／（Ｙ×Ｍ）、有機酸／炭酸水素ナトリウム（反応当量比）、（Ｘ＋Ｙ）／（Ｐ
＋Ｑ）、（Ｘ＋Ｙ）＋（Ｐ＋Ｑ）の各数値は表２の通りであった。また、起泡量最大値、
３０分後の起泡量、５重量％水溶液のｐＨの測定結果は表２に示した通りであった。起泡
量最大値が１６００ｍｌを超える場合は起泡量が特に優れるとして◎◎と評価し、１４０
０ｍｌ以上から１６００ｍｌ以下の場合は起泡量に優れるとして◎と評価し、１０００ｍ
ｌ以上１４００ｍｌ未満の場合は起泡量を有するとして○と評価し、６００ｍｌ以上１０
００ｍｌ未満の場合をやや起泡量が少ないとして△と評価し、６００ｍｌ未満の場合は起
泡量が少ないとして×と評価した。起泡量に優れる程、被洗浄物に泡が行き渡り易くなり
洗浄効率が高いと考えられる。また、３０分後の起泡量が１２００ｍｌ以上の場合は泡の
持続性が特に優れるとして◎◎と評価し、１０００ｍｌ以上から１２００ｍｌ未満の場合
を泡の持続性が優れるとして◎と評価し、６００ｍｌ以上から１０００ｍｌ未満の場合を
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泡の持続性があるとして○と評価し、２００ｍｌ以上から６００ｍｌ未満の場合を泡の持
続性がやや不十分であるとして△と評価し、２００ｍｌ未満の場合を泡の持続性が不十分
であるとして×と評価した。泡の持続性が優れるほど、被洗浄物に長時間洗浄剤成分を作
用させることができるので、高い洗浄効果を得られると考えられる。また、５重量％水溶
液のｐＨが６．５０以上から７．５０以下の場合を厳密に中性であるとして◎と評価し、
ｐＨが６．００以上から８．００以下の場合を中性であるとして○と評価し、ｐＨが６．
００未満または８．００を超える場合は中性ではないとして×とした。
【００５７】
〔実施例２～１１〕
　実施例１の場合と同様にして、表２に記載した配合組成及び配合率（重量％）となるよ
うに起泡性洗浄剤組成物を調製した。これらの起泡性洗浄剤組成物のＸ＋Ｙ、Ｘ－Ｙ×Ｍ
、Ｘ／（Ｙ×Ｍ）、有機酸／炭酸水素ナトリウム（反応当量比）、（Ｘ＋Ｙ）／（Ｐ＋Ｑ
）、（Ｘ＋Ｙ）＋（Ｐ＋Ｑ）、起泡量最大値、３０分後の起泡量、５重量％水溶液のｐＨ
、は表２に示した通りであった。実施例１の場合と同様に評価した。
【００５８】
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【表２】

【００５９】
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　上記のように、実施例に示した起泡性洗浄剤組成物において、第１の起泡剤としてジク
ロロイソシアヌル酸ナトリウム及び過炭酸ナトリウムの配合率（重量％）、並びに、第２
の起泡剤として有機酸及び炭酸水素ナトリウムの反応当量比と配合率（重量％）を厳しく
制限することに加えて、第１の起泡剤と第２の起泡剤の配合比等を厳しく制限することに
より、良好な起泡性と５重量％水溶液のｐＨが中性である起泡性洗浄剤組成物を得た。
【００６０】
〔比較例１～１７〕
　実施例１の場合と同様にして、表３に記載した配合組成及び配合率（重量％）となるよ
うに起泡性洗浄剤組成物を調製した。ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムと過炭酸ナトリ
ウムのモル当量係数（Ｍ）はＭ＝０．８１７であり、これらの起泡性洗浄剤組成物のＸ＋
Ｙ、Ｘ－Ｙ×Ｍ、Ｘ／Ｙ、有機酸／炭酸水素ナトリウム（反応当量比）、（Ｘ＋Ｙ）／（
Ｐ＋Ｑ）、（Ｘ＋Ｙ）＋（Ｐ＋Ｑ）、起泡量最大値、３０分後の起泡量、５重量％水溶液
のｐＨは表３に示した通りであった。実施例１の場合と同様に評価した。
【００６１】
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【表３】

【００６２】
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［塩素系ガス発生測定試験］
［ガス発生試験１］
　実施例３、実施例７で調製した起泡性洗浄剤組成物及び比較例１３で調製した起泡性洗
浄剤組成物をそれぞれ別々の１L容量のポリプロピレン（ＰＰ）製の蓋付き容器に２０ｇ
ずつ入れ、容器の口を密閉するように内蓋を取り付け、さらにネジ口の外蓋を取り付けて
密閉した。内蓋の中心には検知管を挿入するための約５ｍｍ径の孔を予め設けており、保
管時にはビニールテープで内蓋の孔を塞いだ。容器を５０℃に維持したオーブン内で２時
間保管し、２時間後の容器内のガス濃度を検知管で測定した（ガス発生試験１）。検知管
は北川式ガス検知管「Ｔｕｂｅ　Ｎｏ．１０９ＳＡ」を用いた。真空法ガス採取器に検知
管を取り付けて、ＰＰ製容器の外蓋を外し、内蓋のビニールテープを剥がし、内蓋の孔か
ら検知管の半分程度がＰＰ製容器内に入り込むように検知管を挿入し、試料採取量が１０
０ｍｌとなるように容器内部のガスを吸引した。検知剤が白色から黄橙色に変色した部分
の目盛りを検知管から読み取り、塩素系ガス濃度とした。なお、検知管の測定濃度の上限
を超えるガス濃度が検出されることが見込まれる場合には、真空法ガス採取器による資料
採取量を半分の５０ｍｌとし、検知管から読みとったガス濃度を２倍にすることにより、
塩素系ガス濃度としても良い。
【００６３】
［ガス発生試験２］
　ガス発生試験１と同様のＰＰ製容器内に起泡性洗浄剤組成物５ｇを入れ、４０℃の水９
５ｇを加えた後に、中心に５ｍｍ径の孔を設けた内蓋を付けてから５分間放置し、ガス発
生試験１と同様に検知管で容器内のガス濃度を測定した。検知管はガス発生試験１と同様
のものを使用した。なお、水を加えた後は起泡性洗浄剤組成物が起泡するので、容器内の
内圧が上昇するのを防ぐため、内蓋の孔は塞がずに試験を実施した。
【００６４】
　塩素系ガス発生測定試験（ガス発生試験１及びガス発生試験２）の結果は表４の通りで
あった。実施例３及び実施例７の起泡性洗浄剤組成物はガス発生試験１においてはガスが
検出されなかったが、比較例１３の起泡性洗浄剤組成物は４０ｐｐｍの高濃度の塩素系ガ
スが検出された。また、ガス発生試験２における塩素系ガス発生量は、実施例３及び実施
例７の起泡性洗浄剤組成物の塩素系ガス濃度は、比較例１３の起泡性洗浄剤組成物の３分
の１程度であった。これは実施例３及び実施例７の起泡性洗浄剤組成物においては、第１
の起泡剤としてジクロロイソシアヌル酸ナトリウム及び過炭酸ナトリウムの配合率（重量
％）、並びに、第２の起泡剤として有機酸及び炭酸水素ナトリウムの反応当量比と配合率
（重量％）を厳しく制限することに加えて、第１の起泡剤と第２の起泡剤の配合比等を厳
しく制限することにより５重量％水溶液が中性のｐＨを有するように設計されているのに
対して、比較例１３は酸性側のｐＨになるため塩素系ガスが発生し易くなるためと考えら
れた。
【００６５】
【表４】

【００６６】
［漂白試験］
　実施例３、実施例７で調製した起泡性洗浄剤組成物及び比較例１６で調製した起泡性洗
浄剤組成物を用いて、前記の［起泡量の測定試験］において３０分経過後の起泡性洗浄剤
組成物の水溶液をそれぞれ２００ｍｌ容量のガラスビーカーに５０ｍｌを入れ、５ｃｍ×
５ｃｍの紅茶で染色した綿布（ＳＴＣ　ＥＭＰＡ　１６７　日本資材社製）を全体が浸か
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を含まない水道水５０ｍｌを用いて同様の試験を実施した。試験前の綿布の色は茶褐色で
あった。静置後に綿布を水道水ですすいだ後、５０℃のオーブン内で１時間乾燥させた。
【００６７】
［漂白試験の判定基準］
　対照試験の紅茶で染色した綿布と、起泡性洗浄剤組成物の水溶液に浸漬した紅茶で染色
した綿布を目視により比較し、対照試験の場合よりも明らかに漂白されていると判断され
る場合を合格と判定し、色調に変化が無く漂白効果が認められない場合を不合格と判定し
た。結果は表５に示した通りであった。実施例３及び実施例７で調製した起泡性洗浄剤組
成物の水溶液は高い漂白効果を有していた。一方、比較例１６で調製した起泡性洗浄剤組
成物の水溶液は、漂白効果が認められなかった。これは、実施例３及び実施例７で調製し
た起泡性洗浄剤組成物は漂白力に優れる次亜塩素酸が被洗浄物（綿布）に作用しているた
めと考えられた。即ち、実施例３及び実施例７で調製した起泡性洗浄剤組成物のＸ－Ｙ×
Ｍの数値をそれぞれ１１．７及び１１．９としたことによる効果であると考えられた。一
方、比較例１６で調製した起泡性洗浄剤組成物は次亜塩素酸が過酸化水素により中和され
ているため綿布に作用していないためと考えられた。即ち、実施例１６で調製した起泡性
洗浄剤組成物のＸ－Ｙ×Ｍの数値が－０．５８３であり０以下の値であることの効果であ
ると考えられた。
【００６８】
【表５】

【００６９】
　本発明による起泡性洗浄剤組成物は、高い起泡力を有し、かつ、高い漂白力を有し、さ
らに水溶液のｐＨが中性となるため安全であり、台所、浴室、洗面所の排水口、トイレ等
の喫水面、洗濯槽及び台所ストレーナー等の硬質表面の汚れを洗浄除去するために好適に
使用できる。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
　本発明によれば、高い起泡性を有し、かつ、漂白力に優れ、さらに水溶液のｐＨが中性
となるため安全に使用することができる起泡性洗浄剤組成物を提供することができ、産業
上の利用可能性は多大である。
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